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この文書には「高昌縣印」が押されている．陳国燦は，文書中の「張父師」という人名がその他 255 

の文書にも見出されることから，本文書が顯慶元年（656）十二月の少し前の時点に書かれたと推 256 

測している．この文書は探候者が賊を偵察した経過をいきいきと描きだし，上述の『通典』に記さ 257 

れた制度規定とも，それぞれ一致する． 258 

4. 結論 259 

本文ではコータン地域から新たに発見された，8 世紀後半におけるコータン地方の軍鎮間で授受 260 

された数件の文書を紹介した．その中から，地方の軍情を処理する際の，唐朝の駐屯軍の最高機構 261 

である于闐軍が下級官府へ公文を発送する経路を，次のように知ることが可能である． 262 

于闐軍̶̶都守捉̶̶（坎城）守捉̶̶（傑謝）鎮̶̶都巡，堡鋪押官̶̶行官，探子 263 

このようなシステムを通じて，唐朝の鎮守軍の政治命令が順次下達されたのである． 264 

現存するコータン地方の上から下への下達官文書からみれば，牒狀・帖文の文書格式は敦煌・ト 265 

ゥルファンに保存されている唐朝の正式な州縣官府間の文書と完全に一致するだけでなく，用語も 266 

同様なのである．これは，コータン現地は非漢語を用いる西域の胡国であるが，中原の政権運営と 267 

密接に関係する軍政系統の文書はすでに「唐朝化」し，中原内地とほとんど区別が無くなっていた 268 

ことを表明している． 269 

更に一歩進んで言えば，本文で集中的に議論を行った賊路・探候についての数件の文書は，コー 270 

タンの軍鎮系統の防禦体制と運用は，完全に唐朝の制度と令敕文書の規定に従って運営されていた 271 

ことを表明する．従って，少なくとも 8 世紀中葉以降，コータン現地では，文書表現の書式・用語 272 

がすでに「唐朝化」しただけでなく，その中身も唐内地と一致することになる． 273 

今までに発見されたコータン語と漢語による二言語文書は数が少ないので，このような制度を通 274 

して駆使される政治権力がすでにコータンの土着住民にまで達したか否か，我々はまだはっきり知 275 

らない．Hedin 24 は珍しい二言語文書であり，毗沙都督府のある官衙の典が六城地区の関係する吏 276 

人（所由）に発送した牒である(26)．これは唐朝がコータンを統治した最後の時期において，この 277 

種の文書制度およびその上に機能する政治権力がすでにコータンの地方社会に浸透していたことを 278 

示しているように思われる． 279 

（2013 年 9 月 10 日初稿，2018 年 12 月 17 日修訂） 280 

                                                                                                                                                                    
9; 陳国燦「美国普林斯頓所蔵幾件吐魯番出土文書跋」，『魏晋南北朝隋唐史資料』15，武漢大学出版社，1997, 
pp. 109–112. 

(26) 栄新江「漢語̶于闐語双語文書的歴史学考察」，新疆吐魯番学研究院（編）『語言背後的歴史：西域古典語
言学高峰論壇論文集』，上海古籍出版社，2012, pp. 20–21. 
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はじめに 7 

帰義軍期敦煌で用いられた公文書の仕組みは，非常にシンプルなものである(1)．10 世紀前後の 8 

敦煌を中心とするオアシス地域は，唐・五代・北宋等の中国・中原の諸王朝から形式的に帰義軍節 9 

度使の称号を得た土豪の一族らによって，13 代，160 年以上にわたって支配された(2)．この帰義軍 10 

期の敦煌では，唐代前半期の州県で使用された符（統属関係にある官府間の下達文書）・申（統属 11 

関係にある官府間の上申文書）・関（官府内の別局間の平行文書）・辞（庶人が官府に上申する文書） 12 

などの書式［赤木 2013b, p. 34, 表 1 唐代官文書一覧参照］で書かれた文書は使われなくなり，帖 13 

式（下達）と状式（上申）の二種類の書式による文書を中心とする仕組みに，文書伝達が変化した 14 

［赤木 2007, pp. 45–46; 赤木 2013b, p. 61］．これ以外の書式としては，牒式も用いられたが，その 15 

用途は補任や出家許可に限定されたものだった［赤木 2003, p. 145; 赤木 2007, p. 34］．また，これ 16 

らの公文書の処理の過程も，唐代前半期の州県で行われた過程を大幅に省略した簡略なものであっ 17 

た(3)． 18 

このようなシンプルな公文書の仕組みの中で，帰義軍節度使が果たした役割は大きい．なぜなら， 19 

帰義軍期敦煌の節度使は，行政・軍事・司法全般にわたる絶大な権力を有しており，管下の軍・官・ 20 

百姓・僧尼らからの陳情・訴状など，ほぼすべての上申文書の宛先になっていたからである［池田 21 

1975, pp. 16–17; 朱 1993, p. 77］．また，命令の下達の面でも下達文書の帖によって節度使の命令が 22 

行政末端まで貫徹される体制が構築されていたからである［赤木 2007, pp. 45–46］． 23 

しかし，帰義軍節度使がこのような公文書の仕組みの中で具体的にどのような役割を果たしてい 24 

たのかは明らかではない．とりわけ，絶対的な権力者である節度使の判断が公文書の処理や作成に 25 

                                                                                                                                                                    
* 大阪大学全学教育推進機構准教授（SAKAJIRI Akihiro, Associate Professor, Center for Education in Liberal Arts 

and Sciences, Osaka University） 
(1) 本稿で扱う公文書は公権力が公的に発給ないし受領して処理した文書（通信文）である．したがって，帳

簿などの公的記録は扱わない．また，帰義軍期敦煌では，公文書として漢文文書とチベット文文書の二種
類が使われていたが，紙幅に限りがあるので，本稿ではチベット文文書は扱わない．帰義軍期敦煌のチベ
ット文の公文書については稿をあらためて論ずることとしたい．なお，帰義軍期敦煌のチベット文の公文
書については，武内 2002, p. 120; 坂尻 2002, pp. 61–69 参照． 

(2) 敦煌の帰義軍期は，初代節度使の張議潮から第 5 代の張承奉までの張氏時期と第 6 代の曹議金以降の曹氏
時期とに大まかに分けることができる．帰義軍節度使の系譜と帰義軍期の敦煌史については，本稿図 1と
その参考文献を参照．なお，帰義軍期敦煌の最新の通史としては，馮 2018 が最も詳細かつ網羅的である． 

(3) 陸 2000, pp. 62–64 参照．なお，この簡略化の内容については，本稿第 1 章で詳しく述べる． 
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どのように反映していたのかについては，未だ明確に説明がなされていない．そこで，本稿では， 26 

上申文書と下達文書との実例を示し，その処理・作成過程を分析することで，帰義軍節度使と公文 27 

書との関係を具体的に明らかにしたい． 28 

1. 帰義軍節度使と上申文書(状) 29 

帰義軍期敦煌の公文書のうち，節度使への上申に用いられる公文書は状のみである．帰義軍期敦 30 

煌の状は，官民問わず利用可能な文書であり［赤木 2007, pp. 33–34］，後述する帰義軍期敦煌の下 31 

達文書である帖とは機能的に相対する関係にあった［赤木 2007, p. 37］．帰義軍期敦煌の状は，帖 32 

と共に文書伝達の中心的役割を果たしていたのである［赤木 2007, pp. 45–46; 赤木 2013b, p. 61］． 33 

図 1 帰義軍節度使略系図（坂尻 2016b, 図 1 を修正） 
※(1)～(13)は節度使継承順，西暦は統治年（ただし，第五代張承奉は 910‒914 年間に西漢金山国皇帝

ないし白衣天子を名乗る），Ⅰ～Ⅴ は世代を示す．  
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状の書式上の特徴は明確な定型句や定型的な表現を備えて 34 

いる点である［赤木 2007, pp. 33–34，50-51, n. 6，右の図2参 35 

照］．状は，原則的に③本文が「右」から始まり，本文の後 36 

に④「牒，件状如前．謹牒」という特徴的な定型句を持つ． 37 

また，帰義軍期敦煌の節度使あての状では，本文の末尾にお 38 

いて，「伏請 処分」や「裁下 処分」のように(4)，節度使の 39 

処分（判断のことば）を求める定型的な表現が見られる［図 40 

２参照］．実際，朱雷氏は帰義軍期の紀年のある 28 件の陳情 41 

書を提示しているが，それらの文書の書式は全て状式であり， 42 

本文末尾に節度使の処分を求める表現を持っている(5)． 43 

帰義軍期の敦煌では，このような状による申請を処理する 44 

にあたって，唐代の官府で行われた文書処理の方法は用いら 45 

れておらず，節度使の処分（判断のことば）によって文書の 46 

処理が進められていた．陸離氏が指摘するように，帰義軍期 47 

の敦煌では，唐代の官府で行われた①署名（処理の開始の決 48 

定），②受付（処理の開始を記録），③判案（事案の検討と決 49 

裁），④執行（処理の結果の記録），⑤勾稽（処理の遅れや遺 50 

漏の点検），⑥抄目（処理事案の目録化）の六段階に及ぶ公 51 

文書処理過程［盧 1986a, pp. 356–384］は採用されておらず， 52 

①署名・②受付・③判案の三段階を節度使の判によって行い， 53 

④執行，⑤勾稽，⑥抄目の三段階は省略されている［陸 2000, 54 

pp. 62–64］．このことは，六段階の処理過程の前提となる唐 55 

代官府の四等官制（長官・通判官・判官・主典による行政職 56 

務の責任分担）による三判（長官・通判官・判官による三段 57 

階の決裁）が行われておらず(6)，全てが節度使の処分のみによって処理され，その処理の過程や結 58 

果が点検の対象になっていないことを示している． 59 

以下に，帰義軍期に節度使が処理した状の実例（P. 3569v「光啓三年（887）四月官酒戸馬三娘・ 60 

龍粉堆状，押衙陰季豊状」：図３参照）を示し(7)，その処理が節度使の処分のみによってなされて 61 

いる事実を確認したい． 62 

                                                                                                                                                                    
(4) 通常「処分」の前は節度使に敬意を払って空画にする．	
(5) 朱雷 1993, pp. 73–76 の一覧表を参照．ただし，朱雷氏自身はこれらの文書を牒としており，状であるとは

認識していない． 
(6) 唐代の四等官制による三判制の運用については，吉川 1998, pp. 198‒201; 赤木 2008, pp. 78‒80; 赤木 2013b, 

pp. 36‒37 を参照． 
(7) 本文書には，第 1 紙①と第 2 紙②との間に，裏面を再利用する際に追加されたと思われる別の紙片が挿入

されている．録文と解釈は，藤枝 1941–1943（二），pp. 69–72; 盧 1986b, pp. 455–458; 坂尻 2003, pp. 182–
185; 坂尻 2011, pp. 264–267 参照．なお，本稿の録文は坂尻 2003 を原物調査により修正したものである． 

図 2 状の書式（赤木 2007, p. 33） 



坂 尻 彰 宏 

 

12 

どのように反映していたのかについては，未だ明確に説明がなされていない．そこで，本稿では， 26 

上申文書と下達文書との実例を示し，その処理・作成過程を分析することで，帰義軍節度使と公文 27 

書との関係を具体的に明らかにしたい． 28 

1. 帰義軍節度使と上申文書(状) 29 

帰義軍期敦煌の公文書のうち，節度使への上申に用いられる公文書は状のみである．帰義軍期敦 30 

煌の状は，官民問わず利用可能な文書であり［赤木 2007, pp. 33–34］，後述する帰義軍期敦煌の下 31 

達文書である帖とは機能的に相対する関係にあった［赤木 2007, p. 37］．帰義軍期敦煌の状は，帖 32 

と共に文書伝達の中心的役割を果たしていたのである［赤木 2007, pp. 45–46; 赤木 2013b, p. 61］． 33 

図 1 帰義軍節度使略系図（坂尻 2016b, 図 1 を修正） 
※(1)～(13)は節度使継承順，西暦は統治年（ただし，第五代張承奉は 910‒914 年間に西漢金山国皇帝

ないし白衣天子を名乗る），Ⅰ～Ⅴ は世代を示す．  

帰義軍節度使と公文書処理 

 

13 

状の書式上の特徴は明確な定型句や定型的な表現を備えて 34 

いる点である［赤木 2007, pp. 33–34，50-51, n. 6，右の図2参 35 

照］．状は，原則的に③本文が「右」から始まり，本文の後 36 

に④「牒，件状如前．謹牒」という特徴的な定型句を持つ． 37 

また，帰義軍期敦煌の節度使あての状では，本文の末尾にお 38 

いて，「伏請 処分」や「裁下 処分」のように(4)，節度使の 39 

処分（判断のことば）を求める定型的な表現が見られる［図 40 

２参照］．実際，朱雷氏は帰義軍期の紀年のある 28 件の陳情 41 

書を提示しているが，それらの文書の書式は全て状式であり， 42 

本文末尾に節度使の処分を求める表現を持っている(5)． 43 

帰義軍期の敦煌では，このような状による申請を処理する 44 

にあたって，唐代の官府で行われた文書処理の方法は用いら 45 

れておらず，節度使の処分（判断のことば）によって文書の 46 

処理が進められていた．陸離氏が指摘するように，帰義軍期 47 

の敦煌では，唐代の官府で行われた①署名（処理の開始の決 48 

定），②受付（処理の開始を記録），③判案（事案の検討と決 49 

裁），④執行（処理の結果の記録），⑤勾稽（処理の遅れや遺 50 

漏の点検），⑥抄目（処理事案の目録化）の六段階に及ぶ公 51 

文書処理過程［盧 1986a, pp. 356–384］は採用されておらず， 52 

①署名・②受付・③判案の三段階を節度使の判によって行い， 53 

④執行，⑤勾稽，⑥抄目の三段階は省略されている［陸 2000, 54 

pp. 62–64］．このことは，六段階の処理過程の前提となる唐 55 

代官府の四等官制（長官・通判官・判官・主典による行政職 56 

務の責任分担）による三判（長官・通判官・判官による三段 57 

階の決裁）が行われておらず(6)，全てが節度使の処分のみによって処理され，その処理の過程や結 58 

果が点検の対象になっていないことを示している． 59 

以下に，帰義軍期に節度使が処理した状の実例（P. 3569v「光啓三年（887）四月官酒戸馬三娘・ 60 

龍粉堆状，押衙陰季豊状」：図３参照）を示し(7)，その処理が節度使の処分のみによってなされて 61 

いる事実を確認したい． 62 

                                                                                                                                                                    
(4) 通常「処分」の前は節度使に敬意を払って空画にする．	
(5) 朱雷 1993, pp. 73–76 の一覧表を参照．ただし，朱雷氏自身はこれらの文書を牒としており，状であるとは

認識していない． 
(6) 唐代の四等官制による三判制の運用については，吉川 1998, pp. 198‒201; 赤木 2008, pp. 78‒80; 赤木 2013b, 

pp. 36‒37 を参照． 
(7) 本文書には，第 1 紙①と第 2 紙②との間に，裏面を再利用する際に追加されたと思われる別の紙片が挿入

されている．録文と解釈は，藤枝 1941–1943（二），pp. 69–72; 盧 1986b, pp. 455–458; 坂尻 2003, pp. 182–
185; 坂尻 2011, pp. 264–267 参照．なお，本稿の録文は坂尻 2003 を原物調査により修正したものである． 

図 2 状の書式（赤木 2007, p. 33） 



坂 尻 彰 宏 

 

14 

【録文】 63 

A 1 官酒戸馬三娘・龍粉堆 64 

 2  去三月廿二日已後，両件請本粟参拾伍駄， 65 

 3  合納酒捌拾柒瓮半．至今月廿二日，計 卅一日． 66 

 4  伏縁使客西庭・擦微，及涼州・粛州，蕃 67 

 5  使繁多，日供酒両瓮半已上．今准本数 68 

 6  欠三・五瓮，中間縁在四・五月艱難乏 69 

 7  済，本省全絶，家貧無可吹飲，朝 70 

 8  憂敗闕．伏乞， 71 

 9  仁恩，支本少多，充供客使．伏請 72 

 10  処分． 73 

 11 牒，件状如前．謹牒． 74 

 12     光啓三年四月 日龍粉堆牒． 75 

B 13 「付 陰 季 豊 算 過．廿二日，淮深」 76 

…………………………………………………（紙縫） 77 

   78 

…………………………………………………（紙縫） 79 

C 14 押衙陰季豊 80 

 15  右，奉 判令算会，官酒戸馬三娘・龍糞堆， 81 

 16  従三月廿二日於官倉請酒本粟貳拾駄， 82 

 17  又四月九日請酒本粟壹拾伍駄．両件共 83 

 18  請粟参拾伍駄．准粟数合納酒捌拾柒 84 

 19  瓮半．諸処供給使客，及設会・賽神，一 一 85 

 20  逐件算会如後． 86 

  ＜中略＞ 87 

 39  右，通前件酒一一検判憑，算会如前． 88 

 40  伏請  処分． 89 

 41 牒，件状如前．謹牒． 90 

 42     光啓三年四月 日押衙陰季豊牒． 91 

D 43「西州使今月廿五日発． 92 

 44 欠酒□瓮□供．廿三 93 
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【翻訳】 95 

A 官酒戸の馬三娘と龍粉堆 96 

 去る三月二十二日以後，2 度いただきました（酒の仕込み用の）本粟は 35 駄，納入すべき 97 

酒は 87 瓮半です．今月二十二日に至るまで，全部で三十一日になります．思いますに（こ 98 

の間）西庭・擦微，および涼州・粛州の外国の使節がとても多く，毎日酒 2 瓮半以上を供し 99 

ました．いま（いただいた）本粟にくらべ 3～5 瓮が未納入になっていますが，この間四～ 100 

五月は家中不如意でありまして，本粟は全て使い切り，貧窮により飲み食いにも困り，毎朝 101 

惨状を憂うありさまです．どうぞ，お情けにより，本粟を幾ばくかお下げ渡しになり，使節 102 

の供応にあてられますように．なにとぞ御処分を賜りますようお願いいたします． 103 

 牒すらく，件状は前の如し．謹んで牒す． 104 

 光啓三年（887）四月 日龍粉堆牒す． 105 

B 「陰季豊に回付して計算して報告せよ．二十二日，（張）淮深」 106 

C 押衙陰季豊 107 

 右は，（節度使様の）判を承り計算させましたところ，官酒戸の馬三娘・龍糞(粉)堆は，三月 108 

二十二日に官倉から酒本粟 20 駄を支給され，四月九日にも酒本粟 15 駄を支給され，この 2 109 

回を合わせると粟 35 駄を支給されております．粟の数量に応じて納入すべき酒は 87 瓮半 110 

になります．あちらこちらで使節や宴会・神事に供した（酒につき），一つ一つ事件をおっ 111 

て計算しましたところ以下のようになります． 112 

     ＜中略＞ 113 

 右は，前件の酒（の支出）を通して一つ一つ判憑を調べ，計算しましたところ，以上のよう 114 

になります．御処分を賜りますようお願いいたします． 115 

 牒すらく，件状は前の如し．謹んで牒す． 116 

 光啓三年（887）四月 日押衙陰季豊牒す． 117 

D 「西州の使節は今月二十五日に出発する．不足分の酒‥‥瓮は（官酒戸が）‥‥供給せよ． 118 

二十三（日，（張）淮深）」 119 

本文書の処理の過程は次の三段階である［図３参照］． 120 

第一段階では，官酒戸(8)の馬三娘と龍粉堆の状（A）が提出される．馬三娘と龍粉堆は酒本の追 121 

加支給を希望し，節度使の処分（判断のことば）を求めている．第 2 代の節度使張淮深［図 1参 122 

照］は状（A）を受け付けて，その余白に「付陰季豊算過．廿二日，淮深（陰季豊に回付して計算 123 

                                                                                                                                                                    
(8) 官酒戸は帰義軍期敦煌の公用酒醸造業者である．帰義軍期の敦煌では，公的に使用する酒類は、公の穀物

倉庫である官倉から酒本（粟や麦などの醸造用穀物）を官酒戸に供給し、材料の量に応じた量の酒を彼ら
に納入させることでまかなわれていた．馮 2003, pp. 331–334; 陸 2003, p. 70; 陸 2004, p. 16; 鄭 1995, pp. 575–
579; 坂尻 2010, pp. 52–55; 坂尻 2011, pp. 264–267 参照． 
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して報告せよ．二十二日，（張）淮深）」という処分を判として追記する（B）．第二段階では，張淮 124 

深の判が追記された状は押衙(9)の陰季豊に回される．判の追記（B）のある状（A）を受け取った 125 

押衙の陰季豊は，張淮深の判の指示に従って酒の支出記録を点検し，その結果を記した状（C）を 126 

張淮深に提出し，あらためて節度使の処分を求める．第三段階では，陰季豊の状（C）を受け取っ 127 

た張淮深は，酒本の追加支給を認めない旨の処分を，最終判断として陰季豊の状（C）の余白に判 128 

として追記し（D），指示を与えることで処理を終えている(10)． 129 

この例からは，帰義軍期敦煌の状の処理は，節度使の処分（判断のことば）のみによって進行し 130 

ていることがわかる．第一段階において，張淮深が判（B）を追記しなければ，官酒戸の状（A） 131 

処理は始まらず，第二段階に進むこともない．第二段階から第三段階への移行も，判（B）にある 132 

                                                                                                                                                                    
(9) 節度使に近侍する軍官の称号．帰義軍では，押衙は，軍務の他に衙内や州県軍鎮の民政の職務を兼務して

いた．本稿図 5および馮 1997, pp. 99–109; 赤木 2013a, p. 253 参照． 
(10) この判の署名部分は文書の破損のため欠落しているが，陰季豊の状は張淮深の指示に対する回答なので，

欠落部分に淮深の署名があったことは疑いない． 

   

② ③ 
B C 

 

① 

A D 

再利用時に追加 
↓ 

A 官酒戸の状 4 月 ？日作成： 酒造用穀物の追加支給を陳情 
B 張淮深の判(1) 4 月 22 日追記： 処理開始，調査報告を指示 
C 陰季豊の状 4 月 ？日作成： 調査結果報告 
D 張淮深の判(2) 4 月 23 日追記： 最終判断 

図 3 P. 3569v「光啓三年（887）四月官酒戸馬三娘・龍粉堆状，押衙陰季豊状」図解 

   

② ③ 

 

A B 
① 

C 
④ ⑤ 

 

DE

図 4 P. 3257「開運二年（945）十二月寡婦阿龍状，都押衙王文通状」図解（坂尻 2008, 図 2-2 を修正） 

A 阿龍の状 12 月？日作成： 耕作地の返還を陳情 
B 曹元忠の判(1) 12 月 17 日追記： 処理開始，調査報告を指示 
C 契約文書（934 年 2 月 19 日作成： 当該地の耕作代行契約） 
D 王文通の状 12 月 ？日作成： 調査結果報告 
E 曹元忠の判(2) 12 月 22 日追記： 最終判断 
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回答を要求する指示によっている．第三段階での最終判断は張淮深の判（D）だけでなされており， 133 

陰季豊の状（C）には支出の点検結果以外の提案や意見は一切ない．また，これ以外に，執行（処 134 

理の結果の記録），勾稽（処理の遅れや遺漏の点検），抄目（処理事案の目録化）などの記録が取ら 135 

れている形跡もない． 136 

このような節度使の処分（判断のことば）の追記による状の処理の進行は，他の陳情や訴状でも 137 

確認できる．寡婦の阿龍が耕作地の返還を求めて届け出た状（P. 3257「開運二年（945）十二月寡 138 

婦阿龍状，都押衙王文通状」）(11)では，第一に阿龍の状（A）を受け付けた第 9 代節度使曹元忠［図 139 

１参照］が，判（B）を追記して都押衙(12)の王文通に調査報告を指示し，第二に王文通は関係者を 140 

取り調べて状（D）を作成し，第三に曹元忠は状（D）の余白に最終的な処分を判（Ｅ）として追 141 

記し，処理を終えている［図4参照］．この場合も王文通の意見や提案などはなく，第三者による 142 

点検等の記録もない．その他，墓地の破壊に関する状（P. 4974 + Дx. 8786 + Дx. 2264「押衙就神力 143 

状，都虞侯陰英達状」）の処理(13)や，家産をめぐるトラブルについての状（Дx. 1335「都虞侯司状」） 144 

の処理(14)においても，都虞侯(15)に調査報告をさせる形で，同様の処理がなされている． 145 

                                                                                                                                                                    
(11) 本文書の録文，翻訳，内容の概要については，池田 1975, pp. 1–12 参照． 
(12) 都押衙は帰義軍の高位の軍官で，軍事・行政上の要職として押衙を束ねていた．馮 1997, pp. 102–104; 赤木

2013a, p. 253 参照．また，本稿図５も参照． 
(13) 陸 2000, pp. 57–59, 62–64 参照． 
(14) 馮 2012, pp. 49–51 参照． 
(15) 都虞侯は帰義軍の高位の軍官で，軍務のほか司法・警察等の任務を担当し，帰義軍領内の治安維持にあた

った．本稿図 5および馮 1997, pp. 117–121; 馮 2012, pp. 50–52 参照． 

図 5 張承奉時期（900 年頃）の帰義軍組織簡図 
（P. 4640v「軍資庫紙布支出簿」による作図．盧 1986b, pp. 451–452 を基に作成） 
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点検等の記録もない．その他，墓地の破壊に関する状（P. 4974 + Дx. 8786 + Дx. 2264「押衙就神力 143 

状，都虞侯陰英達状」）の処理(13)や，家産をめぐるトラブルについての状（Дx. 1335「都虞侯司状」） 144 

の処理(14)においても，都虞侯(15)に調査報告をさせる形で，同様の処理がなされている． 145 

                                                                                                                                                                    
(11) 本文書の録文，翻訳，内容の概要については，池田 1975, pp. 1–12 参照． 
(12) 都押衙は帰義軍の高位の軍官で，軍事・行政上の要職として押衙を束ねていた．馮 1997, pp. 102–104; 赤木

2013a, p. 253 参照．また，本稿図５も参照． 
(13) 陸 2000, pp. 57–59, 62–64 参照． 
(14) 馮 2012, pp. 49–51 参照． 
(15) 都虞侯は帰義軍の高位の軍官で，軍務のほか司法・警察等の任務を担当し，帰義軍領内の治安維持にあた

った．本稿図 5および馮 1997, pp. 117–121; 馮 2012, pp. 50–52 参照． 

図 5 張承奉時期（900 年頃）の帰義軍組織簡図 
（P. 4640v「軍資庫紙布支出簿」による作図．盧 1986b, pp. 451–452 を基に作成） 
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また，節度使の処分（判断のことば）による状の処理は， 146 

こうした領民らの陳情などに止まらず，帰義軍の官衙内の行 147 

政でも行われていた．たとえば，稈草
ほしくさ

の徴収に関する県から 148 

の状（BD11181「天福七年（942）某県典張懐等状」）にも節 149 

度使の処分が判として追記され処理されていた［赤木 2007, 150 

p. 34］．さらに，帰義軍の行政機関（酒司，宴設司，柴場司， 151 

軍資庫司，作坊司，内宅司・内宅務，羊司，内庫など）や専 152 

門職（牧羊人など）が管理する物品・家畜の支出や欠損を節 153 

度使に報告し節度使の承認の判を得た，いわゆる「判憑文書」 154 

も非常に簡略化された状の書式で作られており(16)，この種の 155 

処理の実例といえる． 156 

以上のように，節度使にあてられた状は，節度使の処分（判 157 

断のことば）が追記されることで，はじめて公文書として受 158 

け付けられている．そして，その処理の最終的な判断も節度 159 

使の処分のみによってなされている．処理の途中の過程にお 160 

いても，処理の終結の後も第三者による点検や記録がなされ 161 

た形跡はない．節度使の処分は状の処理の起点であり，かつ 162 

終点であったことは明らかである． 163 

2. 帰義軍節度使と下達文書（帖・牒） 164 

帰義軍期敦煌の公文書のうち，節度使からの下達に用いら 165 

れる公文書は帖と牒との二種類の文書のみである．このうち， 166 

帖は前述の上申文書の状と対応し，帰義軍期敦煌における文 167 

書の中心的な役割を占めていた［赤木 2007, pp. 37, 45–46; 赤 168 

木 2013b, p. 61］．また，牒は帰義軍期敦煌においては，軍人 169 

や官員の補任と領民の出家許可の二つの用途に限定されてい 170 

た(17)． 171 

                                                                                                                                                                    
(16) こうした「判憑文書」は，敦煌文献中に 90 件ほどの文書が確認できる．坂尻 2003, pp. 162–165 参照．「判

憑文書」の書式は，状の書式［図 2 参照］から，①の宛先部分あるいは①の全体，②事書，④「牒，件状
如前．謹牒」を取り去った簡略なものである．③本文の冒頭は「右…」から始まらないが，末尾は状と同
様に「請 処分」という節度使の処分を求める表現で終わる．これらの文書は機能的に見てもすべて上申
文書である．おそらく，「判憑文書」は，日々繰り返される細かな支出の報告用に，状の要素を可能なかぎ
り切り詰めた書式で書かれていると考えられる．「判憑文書」の書式と処理過程については，坂尻 2003, pp. 
171–180 参照． 

(17) 赤木 2003, p. 145; 赤木 2007, p. 34 参照．なお，補任文書としての牒の使用については，中村 1991, pp. 288–
294 を参照．また出家許可に使用された牒については，竺沙 1992, pp. 589–594 参照． 

図 7 帖の書式 
（赤木 2007, p. 37） 

The Historical Society of Japan

NII-Electronic Library Service

図 8 牒式 B の書式 
（赤木 2008, 図 2 より抜粋） 
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まず，帰義軍期敦煌の帖には，８世紀以前に唐の地方行政で用いられた帖とは異なる二点の特徴 172 

がある［赤木 2007, pp. 37–38; 本稿図7参照］．その一つは，本文の書き出しが「右奉処分…」で 173 

始まり，本文の末尾が引用の最後を示す「…者」で終わり，命令を引用して伝える形式を取ってい 174 

る点である．もう一つは，日付を本文に続けて書き，改行して日付の次行に発信者の署名を記す点 175 

である． 176 

また，帰義軍期敦煌の牒には牒式 A ではなく，下達用の牒式 B が用いられていた．唐代から用 177 

いられた牒の様式には A と B との二種類があり、牒式 A が開元七年公式令残巻に準ずるのに対 178 

し，牒式 B は北宋の司馬光の『書儀』に示された書式に近い形を持っている［赤木 2008, p. 79; 本 179 

稿図８参照］．牒式 B は本文の冒頭が「牒」で始まり，上申の場合は本文の末尾が「謹牒」で終わ 180 

り，下達の場合は本文の末尾が「故牒」で終わる．帰義軍期敦煌で節度使が発給した牒の実例［表 181 

2参照］は，すべて牒式 B の形式を備えており，「故牒」で終わる下達文書である． 182 

節度使から下される帖や牒は，帰義軍期の敦煌において権威のある正式の公文書であった．たと 183 

えば，帰義軍張氏時期の「寺院に対する常住安堵状」（P. 2187）では，（3–5 行目）「‥‥今既二部 184 

大衆，於衙懇訴，告陳 使主，具悉根源．敢不依従衆意，累 使帖牒，處分事件，一一丁寧，押印 185 

指揮，連粘留伝，合於萬固．（此のほど二部の人々が節度使の役所に訴へ出て，節度使殿に向って 186 

表 1 帰義軍節度使が発給した帖 

 所蔵番号 年代 発信者 受信者 内容 朱印 

① S. 1604(1)  902 張承奉 都僧統等 命令 沙州節度使印 

② S. 8516 B 952 曹元忠 領民 掲示 沙州節度使印 

③ S. 8516A+C4‒6 953 曹元忠 領民 掲示 沙州節度使印 

④ P. 3835v7 978 曹延禄 寿昌の副使等 命令 帰義軍節度観察留後印 

⑤ S. 4453 991 曹延禄 寿昌の都頭等 命令 帰義軍節度使之印 

⑥ Дx. 3412+3415 不明 不明 懸泉の鎮使等 （不明） 沙州節度使印 

※坂尻 2002, 表 2-2・表 3 と坂尻 2001, pp. 56–57 を基に作成．年代順 
 

表 2 帰義軍節度使が発給した牒 

 所蔵番号 年代 発信者 受信者名（属性） 内容 朱印 

① P. 3239 914 曹議金 鄧弘嗣（軍官） 補任 沙州観察処置使之印 

② P. 3805v 925 曹議金 宋員進（軍官） 補任 沙州観察処置使之印 

③ S. 4291 938 曹元徳 張留子・勝蓮（百姓） 出家許可 帰義軍印 

④ P. 3347 938 曹元徳 張員進（軍官） 補任 帰義軍印 

⑤ P. 3903 935–939 曹元徳 武定成（軍官） 補任 帰義軍印 

⑥ Дx. 1352 935–939 曹元徳 張某（軍官） 補任 帰義軍印 

⑦ S. 4363 942 曹元深 史再盈（軍官） 補任 沙州観察処置使之印 

※坂尻 2002, 表 2-2, 表 2-3 を基に作成．年代順 
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また，節度使の処分（判断のことば）による状の処理は， 146 

こうした領民らの陳情などに止まらず，帰義軍の官衙内の行 147 

政でも行われていた．たとえば，稈草
ほしくさ

の徴収に関する県から 148 

の状（BD11181「天福七年（942）某県典張懐等状」）にも節 149 

度使の処分が判として追記され処理されていた［赤木 2007, 150 

p. 34］．さらに，帰義軍の行政機関（酒司，宴設司，柴場司， 151 

軍資庫司，作坊司，内宅司・内宅務，羊司，内庫など）や専 152 

門職（牧羊人など）が管理する物品・家畜の支出や欠損を節 153 

度使に報告し節度使の承認の判を得た，いわゆる「判憑文書」 154 

も非常に簡略化された状の書式で作られており(16)，この種の 155 

処理の実例といえる． 156 

以上のように，節度使にあてられた状は，節度使の処分（判 157 

断のことば）が追記されることで，はじめて公文書として受 158 

け付けられている．そして，その処理の最終的な判断も節度 159 

使の処分のみによってなされている．処理の途中の過程にお 160 

いても，処理の終結の後も第三者による点検や記録がなされ 161 

た形跡はない．節度使の処分は状の処理の起点であり，かつ 162 

終点であったことは明らかである． 163 

2. 帰義軍節度使と下達文書（帖・牒） 164 

帰義軍期敦煌の公文書のうち，節度使からの下達に用いら 165 

れる公文書は帖と牒との二種類の文書のみである．このうち， 166 

帖は前述の上申文書の状と対応し，帰義軍期敦煌における文 167 

書の中心的な役割を占めていた［赤木 2007, pp. 37, 45–46; 赤 168 

木 2013b, p. 61］．また，牒は帰義軍期敦煌においては，軍人 169 

や官員の補任と領民の出家許可の二つの用途に限定されてい 170 

た(17)． 171 

                                                                                                                                                                    
(16) こうした「判憑文書」は，敦煌文献中に 90 件ほどの文書が確認できる．坂尻 2003, pp. 162–165 参照．「判

憑文書」の書式は，状の書式［図 2 参照］から，①の宛先部分あるいは①の全体，②事書，④「牒，件状
如前．謹牒」を取り去った簡略なものである．③本文の冒頭は「右…」から始まらないが，末尾は状と同
様に「請 処分」という節度使の処分を求める表現で終わる．これらの文書は機能的に見てもすべて上申
文書である．おそらく，「判憑文書」は，日々繰り返される細かな支出の報告用に，状の要素を可能なかぎ
り切り詰めた書式で書かれていると考えられる．「判憑文書」の書式と処理過程については，坂尻 2003, pp. 
171–180 参照． 

(17) 赤木 2003, p. 145; 赤木 2007, p. 34 参照．なお，補任文書としての牒の使用については，中村 1991, pp. 288–
294 を参照．また出家許可に使用された牒については，竺沙 1992, pp. 589–594 参照． 

図 7 帖の書式 
（赤木 2007, p. 37） 
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図 8 牒式 B の書式 
（赤木 2008, 図 2 より抜粋） 
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る点である．もう一つは，日付を本文に続けて書き，改行して日付の次行に発信者の署名を記す点 175 

である． 176 

また，帰義軍期敦煌の牒には牒式 A ではなく，下達用の牒式 B が用いられていた．唐代から用 177 

いられた牒の様式には A と B との二種類があり、牒式 A が開元七年公式令残巻に準ずるのに対 178 

し，牒式 B は北宋の司馬光の『書儀』に示された書式に近い形を持っている［赤木 2008, p. 79; 本 179 
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2参照］は，すべて牒式 B の形式を備えており，「故牒」で終わる下達文書である． 182 
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事件の根源に遡って一切來由を申述べた．敢て人々の意志に従はない者があれば，節度使の帖牒を 187 

煩はして，一々丁寧に事件を處分し，證書類には印を押し指揮を下し，その書類はまとめて，保存 188 

しておき，永久の證據とすることになってゐる）‥‥」［藤枝 1941–1943（四），pp. 96–97, n. 250］ 189 

とあり，陳情を受けた節度使は「帖牒」を発給して処分（判断）を下し，これらの書類には「押印」 190 

がなされるとある．実際，現存する帰義軍節度使の発給した帖と牒の実例でも，すべて節度使関係 191 

の朱印が押印されており［表1・表2参照］，節度使の下した帖や牒は，節度使の権力が明示され 192 

た正式の公文書であったことがわかる(18)． 193 

帰義軍期の敦煌では，節度使の発給する帖や牒に関しても，四等官による三判などは行われず， 194 

節度使の処分（判断のことば）のみによって，これらの下達文書が作成されていた．荒川正晴氏に 195 

よれば，唐代から使用された帖は，官文書としての通常の発給手続きを簡略化した利便性と柔軟性 196 

を持つ文書であった［荒川 1997, pp. 5–6; 荒川 2009, pp. 272–274］．また，赤木崇敏氏によれば，牒 197 

式 B による牒も「通常の三判決裁という事務手続きを省略しうるほか，四等官制という官府の組 198 

織形態に関係なく発出でき，かつ官府のみならず個人でも利用可能という点に特徴」がある［赤木 199 

2013b, p. 37］．帖と牒式 B による牒とは，状と同じく，唐代に四等官がおらず三判が不要な使職の 200 

官衙などで使用されており［赤木 2008, pp. 79–80］，その状態は帰義軍においても同様であった． 201 

実際，現存する実例［表1・表2参照］を見ても，四等官による三判が行われた形跡は全くない． 202 

以下に，帰義軍期に節度使から発給された帖と牒の実例を示し，それらの発給が節度使の処分のみ 203 

によってなされている事実を確認する． 204 

まず，帰義軍節度使が，命令を下した際に用いた帖の実例（P. 3835v7「戊寅年（978）五月節度 205 

使曹延禄帖」：表１④）を示す(19)． 206 

【録文】 207 

 1 使  帖  寿  昌副使・監使・都衙 208 

 2    等． 209 

 3  右奉 処□(分)，今月十日□□(紫) 210 

 4  亭家報来言  道，八日夜紫亭□(鎮) 211 

 5  城南山作賊下，有官・私群牧*蒙 212 

 6  打将．不知更有何計．帖到日**突 213 

 7  群牧収拾着，□牢把道逕，緊□ 214 

 8  城池．如或怠□有輸失之時□(副)□(使) 215 

 9  等便當重□(罰)．仍仰准此指 216 

                                                                                                                                                                    
(18) なお，個々の朱印の使用状況については，帰義軍節度使関係の朱印を総合的に取り扱った森安 2000 の「朱

印使用状況一覧」（pp. 13–48）および「別表 朱印別文書番号・使用年代・寸法リスト」（pp. 114–119）を
参照． 

(19) 本文書についての詳しい解読・分析は，坂尻 2002, pp. 70–72; 坂尻 2012, pp. 217–219 参照．なお，文書中
に現れる寿昌や紫亭の城址の位置や役割については，坂尻 2016a, pp. 76–82 および本稿図9参照． 
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 10  揮，又差貳人□西東南山安□(撫) 217 

 11  其作賊南山，別称西東南山． 218 

 12  不要私動□者．戊寅年五月 219 

 13  十日帖． 220 

 14    使「鳥形花押」 221 

  * 5 行目から 6 行目にかけて「内羊三群」の追記あり． 222 

  ** 6 行目の「日」の右下に「走」の追記あり． 223 

【翻訳】 224 

（帰義軍節度）使より寿昌の副使・監使・都衙等に帖す． 225 

 右は（節度使様の）処分を奉るに，『今月十日‥‥紫亭よりの（口頭の）報告によれば，「八 226 

日の夜に紫亭の鎮城に南山が襲来し，官の家畜と民間の家畜とが略奪され，そのうち羊は三 227 

群でした．このうえ如何なるたくらみが有るのか分かりません」ということである．この帖 228 

が到着した日には，すぐに家畜を（城に）集めて，道路を堅固に確保し，しっかりと鎮城を 229 

‥‥（守ること）．もし，怠けて失敗するような時には，‥‥（副使？）等を厳しく‥‥（罰 230 

する）．そこで，この指示に従い，その上で二人を西東南山に派遣して説得させよ．その襲 231 

来した南山は，別名西東南山という．自分勝手に行動して‥‥してはならない』ということ 232 

である．戊寅年（978）五月十日帖す． 233 

 （帰義軍節度）使「鳥形花押（曹延禄）」 234 

上掲の帖は，第 11 代節度使曹延禄［図1参照］が 235 

発給した帖である．この帖は，本文の冒頭（3 行目） 236 

が「右奉 処□(分)」で始まり，本文の末尾（12 行目） 237 

が「者」で終わっており，帖式で作成されていること 238 

は明らかである［図7参照］．なお，本文書（P. 3835v7） 239 

には，「帰義軍節度観察留後印」の朱印が押されてい 240 

る［表 1 参照］．前述のように，帰義軍期の帖は，文 241 

書作成者が発信者の命令を引用して，受信者に伝達す 242 

る形式をとっていた［赤木 2007, p. 38］．この帖も，本 243 

文の内容は「右奉 処□(分)」（3 行目）と引用をあら 244 

わす「‥‥者」（12 行目）の間に書かれている．つま 245 

り，戊寅年（978）五月八日夜に発生した南山部落の 246 

攻撃について，紫亭からの緊急の報告を受けて，寿昌 247 

の副使らに警戒を命じた部分は，曹延禄の処分（判断 248 

のことば）による命令の引用である．こうした，節度使の処分を引用する形は，表 1 にあげた他の 249 

帖でも全く同様である．帰義軍節度使の帖の中身は，実質的に節度使の処分そのものから作られて 250 
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事件の根源に遡って一切來由を申述べた．敢て人々の意志に従はない者があれば，節度使の帖牒を 187 

煩はして，一々丁寧に事件を處分し，證書類には印を押し指揮を下し，その書類はまとめて，保存 188 

しておき，永久の證據とすることになってゐる）‥‥」［藤枝 1941–1943（四），pp. 96–97, n. 250］ 189 

とあり，陳情を受けた節度使は「帖牒」を発給して処分（判断）を下し，これらの書類には「押印」 190 

がなされるとある．実際，現存する帰義軍節度使の発給した帖と牒の実例でも，すべて節度使関係 191 

の朱印が押印されており［表1・表2参照］，節度使の下した帖や牒は，節度使の権力が明示され 192 

た正式の公文書であったことがわかる(18)． 193 

帰義軍期の敦煌では，節度使の発給する帖や牒に関しても，四等官による三判などは行われず， 194 

節度使の処分（判断のことば）のみによって，これらの下達文書が作成されていた．荒川正晴氏に 195 

よれば，唐代から使用された帖は，官文書としての通常の発給手続きを簡略化した利便性と柔軟性 196 
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式 B による牒も「通常の三判決裁という事務手続きを省略しうるほか，四等官制という官府の組 198 

織形態に関係なく発出でき，かつ官府のみならず個人でも利用可能という点に特徴」がある［赤木 199 

2013b, p. 37］．帖と牒式 B による牒とは，状と同じく，唐代に四等官がおらず三判が不要な使職の 200 

官衙などで使用されており［赤木 2008, pp. 79–80］，その状態は帰義軍においても同様であった． 201 

実際，現存する実例［表1・表2参照］を見ても，四等官による三判が行われた形跡は全くない． 202 

以下に，帰義軍期に節度使から発給された帖と牒の実例を示し，それらの発給が節度使の処分のみ 203 

によってなされている事実を確認する． 204 

まず，帰義軍節度使が，命令を下した際に用いた帖の実例（P. 3835v7「戊寅年（978）五月節度 205 

使曹延禄帖」：表１④）を示す(19)． 206 

【録文】 207 

 1 使  帖  寿  昌副使・監使・都衙 208 

 2    等． 209 

 3  右奉 処□(分)，今月十日□□(紫) 210 

 4  亭家報来言  道，八日夜紫亭□(鎮) 211 

 5  城南山作賊下，有官・私群牧*蒙 212 

 6  打将．不知更有何計．帖到日**突 213 

 7  群牧収拾着，□牢把道逕，緊□ 214 

 8  城池．如或怠□有輸失之時□(副)□(使) 215 

 9  等便當重□(罰)．仍仰准此指 216 

                                                                                                                                                                    
(18) なお，個々の朱印の使用状況については，帰義軍節度使関係の朱印を総合的に取り扱った森安 2000 の「朱

印使用状況一覧」（pp. 13–48）および「別表 朱印別文書番号・使用年代・寸法リスト」（pp. 114–119）を
参照． 

(19) 本文書についての詳しい解読・分析は，坂尻 2002, pp. 70–72; 坂尻 2012, pp. 217–219 参照．なお，文書中
に現れる寿昌や紫亭の城址の位置や役割については，坂尻 2016a, pp. 76–82 および本稿図9参照． 
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上掲の帖は，第 11 代節度使曹延禄［図1参照］が 235 

発給した帖である．この帖は，本文の冒頭（3 行目） 236 

が「右奉 処□(分)」で始まり，本文の末尾（12 行目） 237 
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る形式をとっていた［赤木 2007, p. 38］．この帖も，本 243 
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いるのである． 251 

次に，帰義軍節度使が，配下の人物を任命する際に用いた補任牒の実例（P. 3805v 「同光三年 252 

（925）六月節度使曹議金牒」：表２②）を示す． 253 

【録文】 254 

 1 勅河西歸義軍節度使 牒 255 

 2    前子弟銀青光禄大夫検校太子賓客上柱国宋員進 256 

 3    右改補充節度押衙 257 

 4 牒．奉 処分，前件官，儒 258 

 5 門勝族，晩輩英霊，毎事 259 

 6 卓然，無幽不察．故得三 260 

 7 端備体，懐蘊七徳之深機． 261 

 8 指矢彎弧，遂験猿悲而 262 

 9 雁泣．致使東 朝入貢，不 263 

 10 辞渉歴艱峗，親睹 龍 264 

 11 顔．公事就成，帰西土軍前． 265 

………………………………………（紙縫） 266 

 12 早年納効，先鋒不顧苦 267 

 13 辛，疋馬単槍，塵飛処 268 

 14 全身直入．念汝多彰雄 269 

 15 勇，奨擢榮班，更宜抱節 270 

 16 輸忠，別乃転遷班次．件 271 

 17 補如前，牒挙者．故牒． 272 

 18  同光参年六月壹日牒 273 

 19 使検校司空兼太保曹「議金」 274 

【翻訳】 275 

 勅河西歸義軍節度使が，前の子弟銀青光禄大夫検校太子賓客上柱國である宋員進に牒す． 276 

     右（のものを）改めて節度押衙に補充する（ことについて） 277 

 牒す．（節度使様の）処分を奉ずるに，『前件の官は，学問の盛んな一族（の出身で），若く 278 

して飛び抜けた才能があり，何事にも抜きん出ていて，洞察力がある．そのため文武の才能 279 

を身につけ，（武力についての）七つの徳目の要点をものにしており，弓矢を持てば，猿を 280 

悲しませ雁を泣かせる（ほどのすばらしい腕前である）ことをあらわす．東方の朝廷に朝貢 281 

するにあたっては，艱難を顧みることもなく，皇帝陛下との対面を果たした．くにの大事を 282 

成し遂げ，西方の（わが）軍へと帰参した．若くして功績をあげ，先鋒の苦難を厭わず，馬 283 

一匹槍一本で，塵の飛び交う（危険な）処にも真っ直ぐに飛び込んでいく．汝が勇猛さを多 284 

帰義軍節度使と公文書処理 

 

23 

くあらわしたことを考慮し，抜擢して栄転させ，更に忠誠を尽くさせるべく，特別に位を遷 285 

すことにする．件の補（充）については前の（事書に書いた）通りである．牒によって任命 286 

する』，ということである．故に牒す． 287 

 同光三年（925）六月一日牒す． 288 

 （帰義軍節度）使検校司空兼太保曹議金 289 

上掲の牒は，第 6 代節度使曹議金［図 1参照］が発給した牒である．この補任牒は，本文の冒 290 

頭（4 行目）が「牒」で始まり，本文の末尾（17 行目）が「謹牒」ではなく「故牒」で終わってい 291 

るので，下達用の牒式 B で作成されていることは明らかである［図 8 参照］．なお，本文書（P. 292 

3805v）には，「沙州観察処置使之印」の朱印が押されている［表2参照］．この牒は，前述の帖と 293 

同じく，本文の内容が「奉 処分…」（4 行目）から始まり，引用をあらわす「…者」（17 行目）で 294 

終わっている．つまり，補任の対象である宋員進の功績と彼を抜擢する理由を述べた部分は，すべ 295 

て曹議金の処分（判断のことば）そのものである．そして，表 2 にあげた他の補任牒も，すべてこ 296 

の例（P. 3805v）と同様に節度使の処分を引用する形でつくられている．このように，帖の場合と 297 

同様に，牒である補任牒の場合も，その中身が節度使の処分だけを材料に作られていることが分か 298 

る． 299 

最後に，帰義軍節度使が，領民の出家を許可する際に発給した出家許可書の実例（S. 4291「清泰 300 

五年（938）二月節度使曹元徳牒」：表２③）を示す． 301 

【録文】 302 

 1 勅帰義箪節度使    牒 303 

 2     洪潤郷百姓張留子 304 

 3       女勝蓮年十一 305 

 4 牒．得前件人状称，有女勝 306 

 5 蓮，生之楽善，聞 仏声 307 

 6 而五体倶歓，長慕幽宗， 308 

 7 聴梵響而六情頓喜． 309 

 8 今為 310 

 9 父王忌日，広会斎莚．既願出 311 

 10 家，任従剃削者．故牒． 312 

 11    清泰伍年二月拾日 牒 313 

 12 使検校司空兼御史大夫曹「花押」 314 

【翻訳】 315 

 勅帰義箪節度使（が）洪潤郷の百姓張留子と（張留子の）むすめ（の）勝蓮（というもの） 316 

年齢十一歳に牒す． 317 
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【翻訳】 275 

 勅河西歸義軍節度使が，前の子弟銀青光禄大夫検校太子賓客上柱國である宋員進に牒す． 276 

     右（のものを）改めて節度押衙に補充する（ことについて） 277 

 牒す．（節度使様の）処分を奉ずるに，『前件の官は，学問の盛んな一族（の出身で），若く 278 

して飛び抜けた才能があり，何事にも抜きん出ていて，洞察力がある．そのため文武の才能 279 

を身につけ，（武力についての）七つの徳目の要点をものにしており，弓矢を持てば，猿を 280 

悲しませ雁を泣かせる（ほどのすばらしい腕前である）ことをあらわす．東方の朝廷に朝貢 281 

するにあたっては，艱難を顧みることもなく，皇帝陛下との対面を果たした．くにの大事を 282 

成し遂げ，西方の（わが）軍へと帰参した．若くして功績をあげ，先鋒の苦難を厭わず，馬 283 

一匹槍一本で，塵の飛び交う（危険な）処にも真っ直ぐに飛び込んでいく．汝が勇猛さを多 284 
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くあらわしたことを考慮し，抜擢して栄転させ，更に忠誠を尽くさせるべく，特別に位を遷 285 

すことにする．件の補（充）については前の（事書に書いた）通りである．牒によって任命 286 

する』，ということである．故に牒す． 287 

 同光三年（925）六月一日牒す． 288 

 （帰義軍節度）使検校司空兼太保曹議金 289 

上掲の牒は，第 6 代節度使曹議金［図 1参照］が発給した牒である．この補任牒は，本文の冒 290 

頭（4 行目）が「牒」で始まり，本文の末尾（17 行目）が「謹牒」ではなく「故牒」で終わってい 291 

るので，下達用の牒式 B で作成されていることは明らかである［図 8 参照］．なお，本文書（P. 292 

3805v）には，「沙州観察処置使之印」の朱印が押されている［表2参照］．この牒は，前述の帖と 293 

同じく，本文の内容が「奉 処分…」（4 行目）から始まり，引用をあらわす「…者」（17 行目）で 294 

終わっている．つまり，補任の対象である宋員進の功績と彼を抜擢する理由を述べた部分は，すべ 295 

て曹議金の処分（判断のことば）そのものである．そして，表 2 にあげた他の補任牒も，すべてこ 296 

の例（P. 3805v）と同様に節度使の処分を引用する形でつくられている．このように，帖の場合と 297 

同様に，牒である補任牒の場合も，その中身が節度使の処分だけを材料に作られていることが分か 298 

る． 299 

最後に，帰義軍節度使が，領民の出家を許可する際に発給した出家許可書の実例（S. 4291「清泰 300 

五年（938）二月節度使曹元徳牒」：表２③）を示す． 301 

【録文】 302 

 1 勅帰義箪節度使    牒 303 

 2     洪潤郷百姓張留子 304 

 3       女勝蓮年十一 305 

 4 牒．得前件人状称，有女勝 306 

 5 蓮，生之楽善，聞 仏声 307 

 6 而五体倶歓，長慕幽宗， 308 

 7 聴梵響而六情頓喜． 309 

 8 今為 310 

 9 父王忌日，広会斎莚．既願出 311 

 10 家，任従剃削者．故牒． 312 

 11    清泰伍年二月拾日 牒 313 

 12 使検校司空兼御史大夫曹「花押」 314 

【翻訳】 315 

 勅帰義箪節度使（が）洪潤郷の百姓張留子と（張留子の）むすめ（の）勝蓮（というもの） 316 

年齢十一歳に牒す． 317 
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 牒す．前件人（=張留子）の状を得たところ申すには，（張留子には）むすめの勝蓮（という 318 

もの）があるが，（この勝蓮は）生来善を楽しみ，仏法を説く声を耳にすれば全身で歓び， 319 

長らく仏道を慕い，読経や説法に耳を傾ければ六情が頓に喜ぶということだ．いま父王（曹 320 

議金）の忌日のために，盛大に法会をおこなっている．（この機会に）出家を願い出たので 321 

あるから，剃髪するにまかせるものとする．故に牒す． 322 

 清泰五年（938）二月十日に牒す． 323 

 （帰義軍節度）使検校司空兼御史大夫曹（元徳） 324 

上掲の牒は，第 7 代節度使曹元徳［図 1 参照］が発給した出家許可書である．この牒も，本文 325 

の冒頭（4 行目）が「牒」で始まり，本文の末尾（10 行目）が「故牒」で終わっていることから， 326 

前述の補任牒と同じく，下達用の牒式 B で作成されていることがわかる［図 8 参照］(20)．なお， 327 

本文書（S. 4291）には，「帰義軍印」の朱印が押されている［表 2 参照］．引用を表す表現は省略 328 

されているが，この牒は明らかに節度使の曹元徳の主観で書かれている．曹元徳は，洪潤郷に居住 329 

する百姓の張留子からの申請（状）を受けて，自分の父（曹議金）の法要を理由に，張留子のむす 330 

めの勝蓮の出家を，彼自身の判断のみで許可している．補任牒の場合と同様に，出家許可書の場合 331 

も，その中身は，実質的に節度使の処分（判断のことば）のみを材料に作られていることが分かる． 332 

以上のように，節度使の発給する下達文書である帖と牒は，節度使の処分（判断のことば）を材 333 

料として作られている．そして，これらの帖や牒の上には，第三者の審議や点検を経た形跡はみら 334 

れない．また，これらの文書には，いずれも朱印が押されており，強い効力のある正式の命令書で 335 

あったことがわかる． 336 

おわりに 337 

節度使の処分（判断のことば）は帰義軍の公文書処理 338 

の起点であり，終点である［図 10 参照］．節度使の処 339 

分がなければ，上申文書（状）の処理は進まない．節度 340 

使へ上申された状は，節度使の処分が判として追記され 341 

ることで処理が行われる．処分が追記されなければ処理 342 

は開始されず，終了することもない．同様に，節度使の 343 

処分がなければ，下達文書（帖・牒）は作成されない． 344 

節度使の発給する下達文書は，節度使の処分を材料に作 345 

られており，節度使以外による判断は加えられていない． 346 

                                                                                                                                                                    
(20) 管見のかぎり，牒式 B を用いて作成された出家許可書の現存する実例は本文書（S. 4291）のみである．た

だ，S. 515v には，牒式 B を用いた帰義軍期の出家許可書の雛形も残されているので，牒式 B を用いた出
家許可書は，実際には多数作成されていたはずである．なお，S. 515v には，牒式 B を用いた僧官の補任牒
の雛形も書かれており，僧官の補任牒にも牒式 B が使われていたことがうかがえる． 
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このように，帰義軍節度使は，10 世紀前後における敦煌の公文書の仕組みのなかで，要となる重 347 

要な役割を果たしていたのである． 348 

さらに，帰義軍の公文書の仕組みは，何ものにも掣肘を受けず，諸事を専決する節度使の権力の 349 

強大さを示している．まず，個々の公文書の案件に対する判断に，節度使以外の者が関わった形跡 350 

が全くみられない．また，節度使より上位の者に報告するための記録が取られた形跡もない．そし 351 

て，こうした特徴は帰義軍期全体を通じて変化しない．実際，帰義軍期の公文書の処理過程を見る 352 

限り，節度使には，日々の支出の点検，住民間の諍いの裁定，住民の陳情への対応，軍人・官僚の 353 

人事，僧尼の管理，治安維持と国防など，ありとあらゆる行政・軍事上の権限が集中している．帰 354 

義軍節度使は，このような文書行政上の実質的で強い権限を持った最高権力者として敦煌に君臨し 355 

ていたのである． 356 

略号・文献表（五十音順） 357 

赤木崇敏 2003「曹氏帰義軍節度使時代の外交関係文書」『シルクロードと世界史』森安孝夫・坂尻彰宏（編）， 358 
大阪大学 21 世紀 COE プログラム「インターフェイスの人文学」，pp. 131–157. 359 

——— 2007「帰義軍時代敦煌オアシスの税草徴発と文書行政」『待兼山論叢』41, pp. 27–53. 360 
——— 2008「唐代前半期の地方文書行政：トゥルファン文書の検討を通じて」『史学雑誌』117-11, pp. 75–102. 361 
——— 2010「十世紀敦煌の王権と転輪聖王観」『東洋史研究』69-2, pp. 59–89． 362 
——— 2011 “Six 10th century Royal Seals of the Khotan Kingdom,” New Studies of the Old Tibetan Documents: Philology, 363 

History and Religion, Y. Imaeda et.al.(eds.), Tokyo, Tokyo University of Foreign Studies, pp. 217–229. 364 
——— 2012 “The Genealogy of the Military Commanders of the Guiyijun from Cao Family,” Dunhuang Studies: 365 

Prospects and Problems for the Coming Second Century of Research, I. Popova and Liu Yi (eds.), St. 366 
Petersburg, Slavia Publishers, pp. 8–13. 367 

——— 2013a「甲午年五月十五日陰家婢子小娘子栄進客目」『敦煌写本研究年報』7, pp. 241–266. 368 
——— 2013b「「唐代官文書体系とその変遷：牒・帖・状を中心に」『外交史料から十～十四世紀を探る』（東ア 369 

ジア海域叢書７）平田茂樹・遠藤隆俊（編），東京，汲古書院，pp. 31–75. 370 
——— 2017「曹氏帰義軍節度使系譜攷：２つの家系から見た 10～11 世紀の敦煌史」『敦煌・吐魯番文書の世界 371 

とその時代』土肥義和・氣賀澤保規（編），東京，東洋文庫, pp. 237-261. 372 
荒川正晴 1997「クチャ出土『孔目司文書』攷」『古代文化』49-3, pp. 1–18, +1pl. 373 
——— 2009「唐代中央アジアにおける帖式文書の性格をめぐって」『敦煌・吐魯番出土漢文文書の新研究』土 374 

肥義和（編），東京，東洋文庫，pp. 271–291． 375 
池田温 1975「開運二年十二月河西節度都押衙王文通牒：十世紀敦煌における土地争いの一例」『鈴木俊先生古 376 

稀記念東洋史論叢』鈴木俊先生古稀記念東洋史論叢編集委員会（編），東京, 山川出版社，pp. 1–18. 377 
栄新江 1996『帰義軍史研究：唐宋時代敦煌歴史考索』上海，上海古籍出版社． 378 
姜亮夫 1987「瓜沙曹氏世譜」『敦煌学論文集』上海，上海古籍出版社，pp. 955–975. 379 
『供養人題記』＝敦煌研究院（編），『敦煌莫高窟供養人題記』北京，文物出版社, 1986. 380 
坂尻彰宏 2001「敦煌牓文書考」『東方学』102, pp. 49–62. 381 
——— 2002「帰義軍時代のチベット文牧畜関係文書」『史学雑誌』111-11, pp. 57–84． 382 
——— 2003「敦煌判憑文書考序論」『シルクロードと世界史』森安孝夫・坂尻彰宏（編），大阪大学 21 世紀 COE 383 

プログラム「インターフェイスの人文学」，pp. 159–195． 384 
——— 2008「帰ってきた男：草原とオアシスのあいだ」『世界史を書き直す 日本史を書き直す』（懐徳堂ライ 385 

ブラリー８）懐徳堂記念会（編），大阪，和泉書院，pp. 35–75． 386 
——— 2010「大英図書館蔵五代敦煌帰義軍酒破歴：S. 8426」『大阪大学大学院文学研究科紀要』50, pp. 29–58．  387 
——— 2011 “A Tibetan Register of Grain Delivery in Dunhuang in the Period Following Tibetan Domination: Pelliot 388 

tibétain 1097,” New Studies of the Old Tibetan Documents: Philology, History and Religion, Y. Imaeda 389 
et.al.(eds.), Tokyo, Tokyo University of Foreign Studies, pp. 257–270. 390 



坂 尻 彰 宏 

 

24 

 牒す．前件人（=張留子）の状を得たところ申すには，（張留子には）むすめの勝蓮（という 318 

もの）があるが，（この勝蓮は）生来善を楽しみ，仏法を説く声を耳にすれば全身で歓び， 319 

長らく仏道を慕い，読経や説法に耳を傾ければ六情が頓に喜ぶということだ．いま父王（曹 320 

議金）の忌日のために，盛大に法会をおこなっている．（この機会に）出家を願い出たので 321 

あるから，剃髪するにまかせるものとする．故に牒す． 322 

 清泰五年（938）二月十日に牒す． 323 

 （帰義軍節度）使検校司空兼御史大夫曹（元徳） 324 

上掲の牒は，第 7 代節度使曹元徳［図 1 参照］が発給した出家許可書である．この牒も，本文 325 

の冒頭（4 行目）が「牒」で始まり，本文の末尾（10 行目）が「故牒」で終わっていることから， 326 

前述の補任牒と同じく，下達用の牒式 B で作成されていることがわかる［図 8 参照］(20)．なお， 327 

本文書（S. 4291）には，「帰義軍印」の朱印が押されている［表 2 参照］．引用を表す表現は省略 328 

されているが，この牒は明らかに節度使の曹元徳の主観で書かれている．曹元徳は，洪潤郷に居住 329 

する百姓の張留子からの申請（状）を受けて，自分の父（曹議金）の法要を理由に，張留子のむす 330 

めの勝蓮の出家を，彼自身の判断のみで許可している．補任牒の場合と同様に，出家許可書の場合 331 

も，その中身は，実質的に節度使の処分（判断のことば）のみを材料に作られていることが分かる． 332 

以上のように，節度使の発給する下達文書である帖と牒は，節度使の処分（判断のことば）を材 333 

料として作られている．そして，これらの帖や牒の上には，第三者の審議や点検を経た形跡はみら 334 

れない．また，これらの文書には，いずれも朱印が押されており，強い効力のある正式の命令書で 335 

あったことがわかる． 336 

おわりに 337 

節度使の処分（判断のことば）は帰義軍の公文書処理 338 

の起点であり，終点である［図 10 参照］．節度使の処 339 

分がなければ，上申文書（状）の処理は進まない．節度 340 

使へ上申された状は，節度使の処分が判として追記され 341 

ることで処理が行われる．処分が追記されなければ処理 342 

は開始されず，終了することもない．同様に，節度使の 343 

処分がなければ，下達文書（帖・牒）は作成されない． 344 

節度使の発給する下達文書は，節度使の処分を材料に作 345 

られており，節度使以外による判断は加えられていない． 346 

                                                                                                                                                                    
(20) 管見のかぎり，牒式 B を用いて作成された出家許可書の現存する実例は本文書（S. 4291）のみである．た

だ，S. 515v には，牒式 B を用いた帰義軍期の出家許可書の雛形も残されているので，牒式 B を用いた出
家許可書は，実際には多数作成されていたはずである．なお，S. 515v には，牒式 B を用いた僧官の補任牒
の雛形も書かれており，僧官の補任牒にも牒式 B が使われていたことがうかがえる． 

図 10 帰義軍節度使による公文書処理 

帰義軍節度使と公文書処理 

 

25 

このように，帰義軍節度使は，10 世紀前後における敦煌の公文書の仕組みのなかで，要となる重 347 

要な役割を果たしていたのである． 348 

さらに，帰義軍の公文書の仕組みは，何ものにも掣肘を受けず，諸事を専決する節度使の権力の 349 

強大さを示している．まず，個々の公文書の案件に対する判断に，節度使以外の者が関わった形跡 350 

が全くみられない．また，節度使より上位の者に報告するための記録が取られた形跡もない．そし 351 

て，こうした特徴は帰義軍期全体を通じて変化しない．実際，帰義軍期の公文書の処理過程を見る 352 

限り，節度使には，日々の支出の点検，住民間の諍いの裁定，住民の陳情への対応，軍人・官僚の 353 

人事，僧尼の管理，治安維持と国防など，ありとあらゆる行政・軍事上の権限が集中している．帰 354 

義軍節度使は，このような文書行政上の実質的で強い権限を持った最高権力者として敦煌に君臨し 355 

ていたのである． 356 

略号・文献表（五十音順） 357 

赤木崇敏 2003「曹氏帰義軍節度使時代の外交関係文書」『シルクロードと世界史』森安孝夫・坂尻彰宏（編）， 358 
大阪大学 21 世紀 COE プログラム「インターフェイスの人文学」，pp. 131–157. 359 

——— 2007「帰義軍時代敦煌オアシスの税草徴発と文書行政」『待兼山論叢』41, pp. 27–53. 360 
——— 2008「唐代前半期の地方文書行政：トゥルファン文書の検討を通じて」『史学雑誌』117-11, pp. 75–102. 361 
——— 2010「十世紀敦煌の王権と転輪聖王観」『東洋史研究』69-2, pp. 59–89． 362 
——— 2011 “Six 10th century Royal Seals of the Khotan Kingdom,” New Studies of the Old Tibetan Documents: Philology, 363 

History and Religion, Y. Imaeda et.al.(eds.), Tokyo, Tokyo University of Foreign Studies, pp. 217–229. 364 
——— 2012 “The Genealogy of the Military Commanders of the Guiyijun from Cao Family,” Dunhuang Studies: 365 

Prospects and Problems for the Coming Second Century of Research, I. Popova and Liu Yi (eds.), St. 366 
Petersburg, Slavia Publishers, pp. 8–13. 367 

——— 2013a「甲午年五月十五日陰家婢子小娘子栄進客目」『敦煌写本研究年報』7, pp. 241–266. 368 
——— 2013b「「唐代官文書体系とその変遷：牒・帖・状を中心に」『外交史料から十～十四世紀を探る』（東ア 369 

ジア海域叢書７）平田茂樹・遠藤隆俊（編），東京，汲古書院，pp. 31–75. 370 
——— 2017「曹氏帰義軍節度使系譜攷：２つの家系から見た 10～11 世紀の敦煌史」『敦煌・吐魯番文書の世界 371 

とその時代』土肥義和・氣賀澤保規（編），東京，東洋文庫, pp. 237-261. 372 
荒川正晴 1997「クチャ出土『孔目司文書』攷」『古代文化』49-3, pp. 1–18, +1pl. 373 
——— 2009「唐代中央アジアにおける帖式文書の性格をめぐって」『敦煌・吐魯番出土漢文文書の新研究』土 374 

肥義和（編），東京，東洋文庫，pp. 271–291． 375 
池田温 1975「開運二年十二月河西節度都押衙王文通牒：十世紀敦煌における土地争いの一例」『鈴木俊先生古 376 

稀記念東洋史論叢』鈴木俊先生古稀記念東洋史論叢編集委員会（編），東京, 山川出版社，pp. 1–18. 377 
栄新江 1996『帰義軍史研究：唐宋時代敦煌歴史考索』上海，上海古籍出版社． 378 
姜亮夫 1987「瓜沙曹氏世譜」『敦煌学論文集』上海，上海古籍出版社，pp. 955–975. 379 
『供養人題記』＝敦煌研究院（編），『敦煌莫高窟供養人題記』北京，文物出版社, 1986. 380 
坂尻彰宏 2001「敦煌牓文書考」『東方学』102, pp. 49–62. 381 
——— 2002「帰義軍時代のチベット文牧畜関係文書」『史学雑誌』111-11, pp. 57–84． 382 
——— 2003「敦煌判憑文書考序論」『シルクロードと世界史』森安孝夫・坂尻彰宏（編），大阪大学 21 世紀 COE 383 

プログラム「インターフェイスの人文学」，pp. 159–195． 384 
——— 2008「帰ってきた男：草原とオアシスのあいだ」『世界史を書き直す 日本史を書き直す』（懐徳堂ライ 385 

ブラリー８）懐徳堂記念会（編），大阪，和泉書院，pp. 35–75． 386 
——— 2010「大英図書館蔵五代敦煌帰義軍酒破歴：S. 8426」『大阪大学大学院文学研究科紀要』50, pp. 29–58．  387 
——— 2011 “A Tibetan Register of Grain Delivery in Dunhuang in the Period Following Tibetan Domination: Pelliot 388 

tibétain 1097,” New Studies of the Old Tibetan Documents: Philology, History and Religion, Y. Imaeda 389 
et.al.(eds.), Tokyo, Tokyo University of Foreign Studies, pp. 257–270. 390 



坂 尻 彰 宏 

 

26 

——— 2012 “An Order the Governor-General of Guiyijun about an Attack of Upland Nomads: P. 3835v7,” Dunhuang 391 
Studies: Prospects and Problems for the Coming Second Century of Research: Philology, History and Religion, 392 
I. Popova and Liu Yi (eds.), St. Petersburg, Slavia Publishers, pp. 217–221． 393 

——— 2016a「城址の垂直分布からみた敦煌オアシス地域：10 世紀前後の「二州八鎮」を中心に」『出土文字資 394 
料と現地調査からみた河西回廊オアシス地域の歴史的構造』（平成 25 年度～平成 27 年度科学研究 395 
費補助金（基盤研究（C））「出土文字資料と現地調査による河西回廊オアシス地域の歴史的構造の 396 
研究」研究代表者：坂尻彰宏, 成果報告書），pp. 75–85. 397 

——— 2016b「三つの索勲像：供養人像からみた帰義軍史」『敦煌写本研究年報』10, pp. 309–325. 398 
朱雷 1993「敦煌所出《索鉄子牒》中所見帰義軍曹氏時期的“観子戸”」『武漢大学学報（社会科学版）』1993-6, 399 

pp. 72–79.（再録：同著『敦煌吐魯番文書論叢』蘭州, 甘粛人民出版社, 2000, pp. 294–305; 同著『敦 400 
煌吐魯番文書研究』杭州, 浙江大学出版社, 2016, pp. 222–236） 401 

武内紹人 2002「帰義軍期から西夏時代のチベット語文書とチベット語使用」『東方学』104, pp. 124–106, -4 pls. 402 
（逆頁） 403 

竺沙雅章 1992「寺院文書」『講座敦煌 ５ 敦煌漢文文献』池田温（編），東京，大東出版社, pp. 585–652. 404 
張広達・栄新江 2008『于闐史叢考（増訂本）』北京，中国人民大学出版社. 405 
鄭炳林 1995「唐五代敦煌釀酒業研究」『敦煌吐魯番文献研究』鄭炳林（編），蘭州, 蘭州大学出版社, 1995, pp. 406 

575–594.（再録：『敦煌帰義軍史専題研究三編』鄭炳林（編），蘭州, 甘粛文化出版社，pp. 393–413） 407 
中村裕一 1991『唐代官文書研究』京都，中文出版社． 408 
——— 1992「官文書」『講座敦煌 ５ 敦煌漢文文献』池田温（編），東京，大東出版社，pp. 533–584. 409 
——— 1996『唐代公文書研究』東京，汲古書院． 410 
馮培紅 1997「晩唐五代宋初帰義軍武職軍将研究」『敦煌帰義軍史専題研究』鄭炳林（編），蘭州，蘭州大学出版 411 

社，pp. 94–178. 412 
——— 2003「唐五代敦煌地区的酒行・酒戸和酒司」『敦煌帰義軍史専題研究続編』鄭炳林（編），蘭州，蘭州大 413 

学出版社，pp. 326–338.（初出:「唐五代敦煌的酒行・酒戸和酒司」『青海社会科学』2001-3, 2001, pp. 414 
82–87） 415 

——— 2012「Дx-1335《帰義軍都虞候司奉判令追勘押衙康文達牒》考釈」Dunhuang Studies: Prospects and Problems 416 
for the Coming Second Century of Research, I. Popova and Liu Yi (eds.), St. Petersburg, Slavia Publishers, pp. 417 
49–54. 418 

——— 2013『敦煌的帰義軍時代』蘭州，甘粛教育出版社. 419 
藤枝晃 1941–1943「沙州帰義軍節度使始末（一）（二）（三）（四）」『東方学報（京都）』12-3, pp. 58–98;『東方学 420 

報（京都）』12-4, pp. 42–75;『東方学報（京都）』13-1, pp. 63–95;『東方学報（京都）』13-2, pp. 46–98. 421 
——— 1977「敦煌オアシスと千仏洞」『敦煌・シルクロード』（毎日グラフ別冊），東京，毎日新聞，pp. 63–67. 422 
森安孝夫 2000「河西帰義軍節度使の朱印とその編年」『内陸アジア言語の研究』15, pp. 1–121, +1 table +15 pls. 423 
楊森 1998「張議潮」『敦煌学大辞典』季羨林（編），上海，上海辞書出版社, p. 352. 424 
吉川真司 1998『律令官僚制の研究』東京，塙書房． 425 
陸離 2000「俄・法所藏敦煌文献中一件帰義軍時期土地糾紛案卷残卷浅識：対 Дx. 02264，Дx. 08786 与 P. 4974 426 

号文書的綴合研究」『敦煌学輯刊』2000-2, pp. 54–65. 427 
——— 2003「唐五代敦煌的司倉参軍・倉曹与倉司：兼論唐五代敦煌地区的倉廩制度」『蘭州大学学報（社会科 428 

学版）』2003-4, pp. 64–72. 429 
——— 2004「吐蕃統治時期敦煌釀酒業簡論」『青海民族学院学報』2004-1, pp. 12–18. 430 
盧向前 1986a「牒式及其処理程式的探討：唐公式文研究」『敦煌吐魯番研究論文集』三，北京大学中国中古史研 431 

究中心（編），北京，北京大学出版社, pp. 335–393. 432 
——— 1986b「関於帰義軍時期一份布紙破用歴的研究：試釈伯四六四◯背面文書」『敦煌吐魯番研究論文集』三， 433 

北京大学中国中古史研究中心（編），北京，北京大学出版社，pp. 394–466, +18 pls.（再録：同著『敦 434 
煌吐魯番文書論稿』南昌, 江西人民出版社, 1992, pp. 97–170） 435 

【付記】本稿は JSPS 科研費 JP16K03083 による研究成果の一部である． 436 

内陸アジア言語の研究 33, 2018.12, 27–43 

 

 1 

モンゴル時代漢語文書史料について 2 

── 伝来と集成によって拡がる文書史料の世界 ── 3 

 4 

 5 

舩 田 善 之* 6 

 7 

はじめに 8 

「文書史料」は歴史研究において重要な史料群である．これは，筆者が専攻するモンゴル帝国(1) 9 

史研究においても例外ではない．今から二十年余り前に，杉山正明は，モンゴル時代史研究の新 10 

しい動きの一つを「文書学の胎動」と呼び，その後の文書研究の浮上とそれが秘める可能性を予 11 

見した(2)．そして，かつて考古学者が発掘した文書については，近年になって写真を掲載した史 12 

料集が刊行された(3)．これにより，文書研究のための環境が整い，関連する研究が陸続と発表さ 13 

れるようになっている(4)． 14 

ここで，注意を促したいのは，「文書」と「文書史料」は相互に合致する概念ではないというこ 15 

とである．本稿でいう「文書史料」は「文書」を包括する概念であり，史料群の集合体である． 16 

なお，これは筆者独自の用法であることを断っておきたい．すなわち，原文書だけではなく，そ 17 

れから派生した様々な写し，さらには一定のルールで『大元聖政国朝典章』（以下『元典章』と略 18 

称）などのジャンルの典籍に移録された文書由来のテキストまで包括する概念である(5)． 19 

                                                                                                                                                                    
* 広島大学大学院文学研究科准教授（FUNADA Yoshiyuki. Associate Professor, Graduate School of Letters, 

Hiroshima University） 
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山正明著『モンゴル帝国と大元ウルス』」『史学雑誌』113/11，2004 年，pp. 106–108；舩田善之「モンゴル
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